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１ 本補助金について 

 

（１）趣旨・目的 
文京区内で非営利活動を行う団体が実施する、青少年の社会参加を推進する事業及び青

年育成事業に要する経費の一部を補助することにより、青少年の自立の促進及び地域社会

において自主的に活動できる青年の育成を図ることを目的とする。 

 

（２）補助対象者 

  次のいずれにも該当する団体とする。 

①活動拠点が区の区域内（以下「区内」という。）であり、かつ、区内において非営利活

動を行う団体であること。 

②継続的かつ計画的に活動を行い、青少年の社会参加を実践していると認められる団体

であること。 

③次のいずれにも該当しない団体であること。 

ア 特定の政党の利害に関する政治活動を行う団体 

イ 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又はこれに反する政治活動を行う団体 

ウ 特定の宗教を支持し、若しくは教派、教団その他の宗教団体を支援し、又はこれに反

する宗教活動を行う団体 

エ 暴力団（文京区暴力団排除条例（平成 24年３月文京区条例第４号。以下「暴排条

例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

オ 団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等（暴

排条例第２条第２号に規定する暴力団員及び同条第３号に規定する暴力団関係者を

いう。）に該当する者がある団体 

 

（３）補助対象事業 

上記（２）の補助対象者が主催又は共催し、文京区に在住・在学・在勤の青少年（３歳～

25 歳）又は青年（15 歳～25 歳）を対象として、区内全域又は地域（おおむね地域活動セン

ターの管轄区域単位以上）に広く参加を呼びかける事業であって、次のいずれかに該当し、

令和９年３月 31日までに終了するものを対象とする。なお、交付決定前に終了する事業は

対象としません。 

①青少年の社会参加を推進する事業 

（事業例：世代間交流・野外活動等、地域の人たちとの交流を通じて青少年が社会の一員

であることを実感し、主体的に社会参加するきっかけとなる事業等） 

②青年が地域社会で活動を行うための知識の習得ができる講習 

（事業例：青年リーダー養成講習等） 

③青年が地域社会で活動を行うための知識を習得するため、青年自らが企画・運営を行 

う事業（事業例：高校生企画等） 

④その他、要綱第１条の目的に合致すると区長が認めた事業 
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  次のいずれかに該当する事業は、補助対象としません。 

①参加者が補助対象者の構成員及びその関係者のみである事業（上記（３）の規定によ

り広く参加を呼びかけたにもかかわらず、結果として参加者が構成員等のみとなった

ものを除く。） 

②参加者が補助対象者の構成員及びその関係者のみによる交流や親睦を目的とする事業 

  

（４）補助対象経費 

（３）の補助対象事業の実施に要する経費 

なお、以下のような経費は、補助対象経費には該当しません。 

・団体の維持・運営に係る経費（備品費、施設整備費等） 

・事業の実施に直接関係のない交際費、接待費、心付け、食糧費（懇親会費等） 

・事業の実施に係る全部又は主要部分（事業の企画・運営等）の第三者への委託費 

・その他、区長が自己資金で支出することが適当と認める経費 

 

（５）補助額 

（４）補助対象経費の２分の１以内の額で、１団体につき 40 万円を上限とし、区の予算 

（120 万円）の範囲内とする。（事業実施後、補助対象経費の２分の１を超えた分について

は、返還いただきます（４ページに記載）。） 

 

２ 申請方法及び募集期間 

（１）申請方法 

下記表の書類をこども若者支援課こども若者支援担当まで持参又は郵便にて提出して

ください。 

（記載例（６ページ以降）を確認のうえ、正確に記入してください。） 

様    式 添 付 書 類 

交付申請書 

（別記様式第１号） 

１ 事業計画書 

２ 収支予算書（１の事業計画書に係るもの） 

３ 申請者の資産、負債及び組織の概要に関する事項が記

載された次に掲げる書類 

 ア 貸借対照表 

 イ 財産目録 

 ウ 申請の前年度の活動計算書その他これに準ずるもの 

 エ 定款 

オ 役員名簿 

カ 申請の前年度の活動報告 

※申請者が任意団体の場合で、上記ア,イ,エを作成してい

ない場合は、これらを省略できます。 

 

（２）募集締切 

令和８年５月 25日（月）まで（必着） 
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３ 選考について 

提出された申請書等に基づき、補助選考委員会にて補助事業を決定し、選考結果を申請

者に通知します。 

（１）選考項目 

①補助目的に対する適合性 

＜審査の視点＞ 

・青少年が社会参加をするきっかけとなる事業か。 

・青少年が地域社会の一員であることを実感できるか。 

・青少年の自立を促進する事業か。 

・青年が地域社会で活動を行うための知識の習得ができるか。 

・青年の自主性や主体性を尊重した事業か。 

②事業の効果の高さ 

＜審査の視点＞ 

・補助目的に対する効果が高いか。 

③計画の確実性 

＜審査の視点＞ 

・計画の現実性はあるか。 

・実施体制、スケジュールは十分か。 

・事業規模は適切か。 

・予算見積は妥当か。 

④将来にわたる継続性、発展性 

＜審査の視点＞ 

・将来にわたって継続・発展する事業か。 

 

（２）その他 

申請事業の内容について、申請書等以外による確認が必要と認めた場合、書面又は口

頭により説明を求める場合があります。 

 

４ 交付について 

選考の結果、補助金の交付が決定した場合は、交付決定通知書を送付いたします。交付

決定通知書に基づき、請求書（別記様式第４号）を提出してください。 

なお、補助金の交付は口座振込で行います。 

 

５ 事業実施前 

事業周知、参加者募集用に作成した「チラシ」や「プログラム」等を事業実施１週間前

までに必ず提出してください。 
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６ 事業実施後 

（１）提出書類 

下記表の書類を児童青少年課まで提出してください。 

（記載例（６ページ以降）を確認のうえ、正確に記入してください。） 

様    式 添 付 書 類 

実績報告書 

（別記様式第７号） 

１ 収支決算書 

２ 実施結果 

３ 支払等を証明する書類の写し（※） 

※支払等を証明する書類の写しを提出する際の注意事項 

・何を購入したか具体的に記入してください。領収証に記入できない場合は、レシート

等を添付し、内容が分かるようにしてください。 

・宛名及び発行元が記載されているか確認してください。 

・交通費（電車代、有料道路料金など）は、具体的なルート及び金額が分かる領収書等

を添付してください。 

・提出時は、支出項目ごとにまとめて提出してください。 

 

（２）提出締め切り 

事業実施後２か月以内 

ただし、令和９年２月５日（金）以降に事業を実施する場合は、最終締め切りである

令和９年４月５日（月）までに提出してください。 

 

（３）額の確定について 

報告書等の審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件

に適合すると認められたときは、交付すべき補助金の額を確定し、通知します。 

 

（４）清算について 

額の確定通知書に基づき、清算書（別記様式第９号）を提出してください。 

事業実施後、区が額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金が交付さ

れているときは、返還手続きを取る必要があります。なお、事業実施後、交付額が、実

際の事業実施に要した経費の２分の１を超えた場合は、差額の返還が必要となります。 

 

７ その他 

（１）事業の変更・中止について 

 以下のような場合は、速やかに区担当者まで連絡してください。 

・補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき 

・補助事業の内容を変更しようとするとき 

・補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 

 

（２）交付の取消について 

補助金を補助事業以外の用途に使用したときや、不正の手段により補助金の交付を受

けたとき等は、補助金の交付決定を取消します。 
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◆ ◆ 文京区青少年の社会参加推進事業補助金の流れ ◆ ◆ ◆ 

  

申請者 文京区 

   

通知 

請求書 

申請書受理 

不交付決定通知 

交付決定通知受理 

（7 月上旬頃） 

振込完了通知受理 

（口座名義人） 

 

提出（令和 8年 5月 25 日締切） 

通知（不交付決定） 

通知（交付決定） 

請求 

口座振込(7 月下旬予定) 

実績報告書 実績報告書受理 

提出締め切り：事業終了後２ヵ月以内 

（最終締め切り 令和 9年 4月 5日（月）） 

※別途通知 

 

提出 

額の確定通知書作成 

審査 

額の確定通知書受領 

清算書 清算書受理 

返還手続き 

請求書受理 

選考委員会 

 （6 月中旬～下旬頃開催） 

 

事業実施 

申請書 

振込完了通知作成 

返還あり 

清 算 

返還なし 



文京区青少年の社会参加推進事業補助金 

事 業 計 画 書 

 

事 業 名 （例）ふれあいキャンプ 

新規 ・ 継続 (実施○年目)  ←どちらかに〇（継続の場合は継続年数も記入してください。） 

共催、後援、協賛等団体 （例）共催：レクリエーション協会 後援：○○大学 

実 施 日 程 
単発開催であれば日付を記入し、定期開催であれば 7月 1日～12月 31日（毎

月第 3土曜日、計 6回）のように記入してください。 

実 施 場 所 決定していない場合は、場所名のあとに（予定）と記入してください。 

事業対象者及び 

参加予定者数 

小学生○○名  中学生○○名   

※期間中に数回行う事業は、延べ 60 名（10 名×6 回）のように記入してください。 

事業目的・内容 

・申請事業の実施目的を明確に記入してください。 

・目的を達成するための事業内容や特色について具体的に記入してください。 

(例)新しい人間関係の中で、子どもたちが他者と協力して活動することで、子ども

たちの社会参加を促進させることを目的に、小中学生を集めたキャンプを実施す

る。普段関わることのない参加者同士が班を組み、当日までにプログラムを作成、

班内での役割や班の目標を設定する。当日は、プログラムを実施しながら、川遊び

等様々な自然体験活動を行う。事業終了後は、各班で目標達成度をまとめ、発表会

を実施する。 

事業実施効果 

・申請事業実施で参加対象者が得られる効果を述べ、そこに至るための過程を

具体的に記入してください。 

(例)自ら目標・役割等の意識を持ったプログラムの計画・実施により、与えられた

ものを行うのではなく、自ら考え取り組む主体性が育まれ、青少年の自立の促進に

つながる。また、普段は、家族やクラスメイトとしか関わりの無い子どもたちが地

域の子どもたちや大人たちと一緒に話し合いながら、プログラムを計画・実施する

ことで、地域社会の一員であることを実感することができる。 

 

事業実施スケジュール 

 

・事業実施までのスケジュールを具体的に記入してください。 

（例） 

6 月中旬 ○○小学校、○○小学校、○○中学校へ声がけ。チラシ等を配布する

ほか、生徒会へ参加を呼びかける。○○大学ゼミナールへボランティ

アを募集。 

7 月中旬 参加者説明会を開催し、当日の流れや準備等を説明。特に中学生の参

加者に対しては、リーダーの役割を与え、責任感を持つように指導。 

7 月下旬  打ち合わせ・リーダー会議を実施。事業当日に向けて班別に打ち合わ

せを実施し、各班での目標・計画を作成する。リーダー会議では、

当日のプログラムの詳細について話し合う。 

8 月中旬  事業当日 

8 月下旬  参加者を交えた反省会を実施。各班の目標達成度の発表を行い、次回

の開催に向けて改善点を話し合う。 

記入要領 
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※掲載内容に基づき審査をいたしますので、記入要領を参考に、各項目具体的に記入してください。 

 

周知・募集方法 

・参加予定者数に達するために対象者にどのように周知・募集をするのか具体

的に記入してください。（印刷物の種類、部数、配布先、配布方法、ホームペ

ージ掲載期間等を記入してください。） 

(例)○○小学校、○○小学校、○○中学校にチラシ(全生徒分)とポスターを配付す

るほか、中学校には生徒会に直接周知を行う。また、保護者向けに Facebook での

告知を行う。 

実 施 体 制 

・実施スタッフやボランティアの人数・専門性・準備事務を、協力団体がいる

場合は、その協力内容についても記入してください。また、今回申請の補助金

額に満たない交付決定がされた場合の対処方法についても記入してください。 

(例)スタッフ数･･･○人   ボランティア(大学生)･･･○人 

当日の円滑な運営や安全性を保つため、○○大学のゼミナールにボランティアを

依頼する。なお、ボランティアを対象に、別途説明会を実施し、当日の動きや流れ

について指導する。 

補助金が申請額に満たない場合は、事業規模を見直し、チラシ等の作成量や作成方

法を見直す。 

 

前年度からの変更内容 

※継続事業の場合、ご記入ください。 

・継続事業の場合、前回実施時にどのような課題をとらえ、それに対して今回

どのような拡充等変更を行う予定か記入してください。 

(例)前年度は、参加募集を 1 校のみでしか行わなかったが、今年度は、計 3 校で募

集を行う。また、より多くの青少年の参加を図るため、生徒会へも直接働きかけ、

参加者を募る。 

今後の展望 

・地域の状況やニーズを踏まえ、今後事業をどのような内容・方向にするのか、

その展望を記入してください。 

(例)今後は、参加者の募集を区内全体に広げるとともに、前回の反省会にて、年２

回開催を希望する意見が多く出たことを踏まえ、同じ参加者で班を組み替え実施

する冬の部の開催を考えていく。 

7 
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文京区青少年の社会参加推進事業補助金 

収 支 予 算 書 

１ 事業名  令和△年度 ○○事業 

２ 収支予算 

（収入）                               単位：円 

 

（支出）                              単位：円 

 

 

項   目 

 

予 算 額 

 

内   訳 

＜事業による収入＞ 

参加費 

 

   ２００,０００ 

 

５,０００×４０名 

＜上記の外、事業に充て

た収入＞ 

文京区社会参加推進事

業補助金 

 

 

   １５０,０００ 

 

協賛金    １８０,０００ ○○より交付予定 

団体自己資金     ５０,０００ 
 

 

合   計    ５８０,０００  

 

項   目 

 

予 算 額 

 

内   訳 

印刷費 ５５,０００ 周知用チラシ及びポスター 

資材費      ４２,０００ 消耗品の購入 

保険料      ２０,０００ 傷害保険 ５００×４０名 

施設使用料 １２０,０００ キャンプ場使用料  

交通費     ２５０,０００ バス借り上げ費、高速代 

食糧費      ９３,０００ ボランティアスタッフ飲料費 

合   計     ５８０,０００  

事業名を正確に記入してください。 

参加費、本補助金のほかに事業の実施

に充てる収入があれば、全て記入して

ください。 

 

本補助金申請額を記入してください。 

 

記入要領 

 



文京区青少年の社会参加推進事業補助金 

実 施 結 果 

 

事 業 名 （例）ふれあいキャンプ 

共催、後援、協賛等団体 （例）共催：レクリエーション協会 後援：○○大学 

実 施 日 時 
単発開催であれば日付を記入し、定期開催であれば 7 月 1 日～12 月 31 日（毎

月第 3 土曜日、計 6 回）のように記入してください。 

実 施 場 所 （例）○○キャンプ場 

事業対象者及び 

参加者数 

小学生○○名  中学生○○名  

※期間中に数回行う事業は、延べ 60 名（10 名×6 回）のように記入してください。 

事 業 内 容 

・実施した事業内容を具体的に記入してください。 

(例)小中学生を集めたキャンプを実施した。普段関わることのない参加者同士が班

を組み、当日までに自らプログラムを計画し、班内の役割、キャンプ当日の過ごし

方や活動内容について班の目標を設定した。当日は、参加者自らで魚を釣ったり、

火をおこし調理をしたり、キャンプファイヤーや川遊びなどの自然体験活動を行っ

た。事業終了後は、各班で目標達成度をまとめ、発表会を実施し、次年度に向けた

反省点を共有し、改善策を話し合った。 

実施効果 

・事業の実施で参加対象者が得られた効果を具体的に記入してください。 

(例)自ら目標・役割等の意識を持ったプログラムの計画・実施により、与えられ

たものを行うのではなく、自ら考え取り組む主体性が育まれ、青少年の自立の促

進につながった。特に、中学生は班のリーダーとして活動することで、リーダー

シップを意識する機会となり、主体性が向上した。また、普段は、家族やクラス

メイトとしか関わりの無い子どもたちが地域の子どもたちや大人たちと一緒に話

し合いながら、プログラムを計画・実施することを通し、地域社会の一員である

ことを実感することができ、社会参加のきっかけとなった。 

 

事業実施スケジュール 

 

・実際の事業スケジュールを具体的に記入してください。 

（例） 

6 月○～○日  ○○小学校及び○○中学校への声がけ(募集開始)チラシ等を配布、

生徒会へ参加を呼びかける。併せて○○大学ゼミナールへボラン

ティアを募集した。 

7 月○日 参加者説明会の開催。当日の流れや準備等を説明。特に中学生の参加者

に対しては、リーダーの役割を与え、責任感を持つように指導した。 

7 月○日、○日  班別打ち合わせ。事業当日に向けて班別に打ち合わせを実施。班

ごとの目標・計画を作成した。 

7 月○日、○日 リーダー会議。リーダーとスタッフが集まり活動について当日の

プログラムについて話し合った。 

7 月○日 ボランティア向け説明会を実施。 

7 月○日、○日 スタッフ打ち合わせ。各班の状況や注意点について確認を行った。 

8 月○日   事業当日 

8 月○日 参加者を交えた反省会を実施し、次回に向けて改善点を話し合った。 

記入要領 
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※記入要領を参考に、各項目、具体的に記入してください。 

※申請時に提出した「事業計画書」を確認のうえ記入してください。 

 

 

 

 

周知・募集方法 

・どのように周知・募集をしたのか具体的に記入してください。 

(例)○○小学校、○○小学校、○○中学校にチラシ(全生徒分)とポスター（各校

○部ずつ）を送付するほか、○○中学校には生徒会にスタッフが出向き、直接

周知を行った。また、保護者向けに団体 Facebook、ＨＰでの告知を行った。 

実 施 体 制 

・実施スタッフやボランティアの人数・専門性・準備事務を、協力団体がい

る場合は、その協力内容について記入してください。  

(例)スタッフ数･･･○人   ボランティア(大学生)･･･○人 

当日の円滑な運営や安全性を保つため、○○大学のゼミナールより大学生ボラン

ティアが参加した。なお、ボランティアを対象に説明会を実施し、当日の動きや

流れについて、綿密に指導を行った。 

事業の反省・改善点 

・参加者のアンケートや団体スタッフ、ボランティアスタッフの意見を

まとめ、反省点・（昨年度からの）改善点を具体的に記入してください。 

（例）計 3 校に募集を行ったため、昨年度に比べ参加者が増加し、より活発な事

業となった。参加者アンケートにおいても、参加者が増加したことで、地域の中

で新たな人間関係が生まれ、より一層自立が促されたとの感想が目立った。反面、

スタッフが参加者の増加に対応しきれておらず、当日のスタッフ間の連絡・調整

等に不足があった。 

 

今後の課題・方向性 

・反省点に基づいた今後の課題、今後の方向性（拡充、同レベルで維持、

形態を変更、縮小等）とその理由について具体的に記入してください。 

（例）今後は、専門家を講師に招き、スタッフ及びボランティアを対象として

レクリエーションでの注意点を学ぶ研修会を事前に実施し、スタッフ・ボラン

ティアの能力の向上を図ることで、より円滑な事業運営を図る。 

地域の中で、より多くの子ども同士、子どもと大人が関わり合えるよう、参加

者の募集は区内全体に広げる。しかし、参加者全員でコミュニケーションが取

れる範囲での実施を考えているため、事業規模は現状維持の予定である。 

10 



文京区青少年の社会参加推進事業補助金 

収 支 決 算 書 

１ 補助事業名  令和△年度 ○○事業 

２ 収支決算 

（収入）                                  （単位：円） 

項  目 予算額 決 算 額 差  引 説  明 

＜事業による収入＞ 

参加費 

 

２００,０００ 

 

２００,０００ 

 

０ 

 

５,０００×４０名 

＜上記の他、事業に充て

た収入＞ 

文京区社会参加推進事業

補助金 

 

 

１５０,０００ 

 

 

１００,０００ 

 

 

－５０,０００ 

 

協賛金 １８０,０００ １５０,０００ －３０,０００ ○○より交付 

団体自己資金 ５０,０００ １０２,０３５  ５２,０３５  

合  計 ５８０,０００ ５５２,０３５ －２７,９６５  

 

（支出）                                 （単位：円） 

項  目 予算額 決 算 額 差  引 説  明 

印刷費 ５５,０００ ２５,１００ －２９，０００ チラシ代 

資材費 ４２,０００ ４８,６８０ ６,６８０  

保険料 ２０,０００ ２０,０００ ０ 
５００×４０名 

傷害保険 

施設使用料 １２０,０００ １０６,８００ －１３,２００  

交通費 ２５０,０００ ２５０,０００  ０  

食糧費 ９３,０００ ９１,２５５ －１,７４５  

補助対象外経費 ０ １０,２００ １０,２００ 懇親会費 

合  計 ５８０,０００ ５５２,０３５ －２７,９６５  

 

事業名を正確に記入してください。 

補助対象外経費が生じた場合は、 

項目を追加して記入してください。 

記入要領 
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文京区青少年の社会参加推進事業補助金交付要綱 

１３文区女第 ３８０号  平成１４年 ３月２９日 区長決定 

１４文区男第 ４１６号  平成１５年 ３月１８日 一部改正 

１５文区男第 ４３６号  平成１６年 ３月１８日 一部改正 

１６文区男第 ３６１号  平成１７年 ３月２４日 一部改正 

１８文男児第  １１号  平成１８年 ４月 １日 一部改正 

１９文男児第 ４９９号  平成２０年 ２月２２日 一部改正 

２０文男児第 ５３９号  平成２１年 ３月 ５日 一部改正 

２１文男児第 ３２８号  平成２１年１０月１６日 一部改正 

２７文男児第 ８３７号  平成２８年 ３月３１日 一部改正 

２９文子支第２４４６号  平成３０年 ３月２０日 一部改正 

２０１９文子支第２７３５号  令和 ２年 ３月１９日 一部改正 

２０２０文教教児第１１５８号  令和 ３年 ３月３１日 一部改正 

２０２４文子支第３８０９号  令和 ７年 ３月 ７日 一部改正 

２０２５文子支第３９１７号  令和 ８年 ３月１９日 一部改正 

               

 （目的） 

第１条 この要綱は、文京区における青少年の社会参加推進事業に要する経費の一部を補

助することにより、青少年の社会参加を推進し、青少年の自立を促進するとともに、地

域社会において自主的に活動できる青年の育成を図ることを目的とする。 

（通則） 

第２条 この要綱に定めがあるものを除くほか、文京区青少年の社会参加推進事業補助金

の交付に関し必要な事項は、文京区補助金等交付規則（昭和４９年１２月文京区規則第

４４号）の定めるところによる。 

（定義） 

第３条 この要綱において「青少年」とは、３歳以上２６歳未満の者をいう。 

２ この要綱において「青年」とは、１５歳以上２６歳未満の者をいう。 

（補助対象者） 

第４条 この要綱による補助金（以下「補助金」という。）の交付を受けることができる

者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。 

⑴ 活動拠点が区の区域内（以下「区内」という。）であり、かつ、区内で非営利活動

を行う団体であること。 

⑵ 継続的かつ計画的に活動を行い、青少年の社会参加を実践していることが認められ

ること。 

⑶ 次のいずれにも該当しないこと。 

ア 特定の政党の利害に関する政治活動を行う団体 

イ 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又 はこれに反する政治活動を行う団体 

ウ 特定の宗教を支持し、若しくは教派、教団その他の宗教団体を支援し、又はこれ

に反する宗教活動を行う団体 

エ 暴力団（文京区暴力団排除条例（平成 24 年３月文京区条例第４号。以下「暴排

条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

オ 団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等（暴

排条例第２条第２号に規定する暴力団員及び同条第３号に規定する暴力団関係者を

いう。）に該当する者がある団体 



 
 

（補助対象事業） 

第５条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助対象

者が主催し、又は共催する事業であって、区内に在住し、在学し、又は在勤する青少年

又は青年を対象として区内全域又は地域（おおむね地域活動センターの管轄地域単位以

上とする。）に広く参加を呼びかけている事業であって、次の各号のいずれかに該当す

るものとする。 

 ⑴ 青少年の社会参加を推進する事業 

 ⑵ 青年が地域社会で活動を行うための知識の習得ができる講習 

 ⑶ 青年が地域社会で活動を行うための知識を習得するため、青年自らが事業の企画・

運営を行う事業 

 ⑷ その他区長が第１条の目的に合致すると認めた事業 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる事業に該当する場合は、補助

対象としない。 

⑴ 参加者が補助対象者の構成員及びその関係者のみ（以下この項において「構成員

等」という。）である事業（前項の規定により広く参加を呼びかけたにもかかわら

ず、結果として参加者が構成員等のみとなったものを除く。） 

⑵ 構成員等のみによる交流や親睦を目的とする事業 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する費用とする。 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、前条に規定する経費の２分の１以内の額で一の補助対象者につき

４０万円を上限とし、区の予算の範囲内とする。 

（補助金の交付の申請） 

第８条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、次

に掲げる書類を添付して、文京区青少年の社会参加推進事業補助金交付申請書（別記様

式第１号）を区長に提出しなければならない。 

 ⑴ 事業計画書 

 ⑵ 収支予算書 

 ⑶ 申請者の資産、負債及び組織の概要に関する事項が記載された次に掲げる書類 

ア 貸借対照表 

 イ 財産目録 

 ウ 申請の前年度の活動計算書その他これに準ずるもの 

エ 定款 

オ 役員名簿 

カ 申請の前年度の活動報告 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が必要があると認めた書類 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者が任意団体の場合であって、同項第３号アの貸借対

照表、同号イの財産目録及び同号エの定款を作成していないときは、当該書類の添付を

省略することができる。 

（交付の決定及び通知） 

第９条 区長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容が適正であるか

どうか審査し、補助金の交付を決定したときは文京区青少年の社会参加推進事業補助金

交付決定通知書（別記様式第２号）により、不交付を決定したときは文京区青少年の社

会参加推進事業補助金不交付決定通知書（別記様式第３号）により、申請者に通知する

ものとする。 



 
 

２ 区長は、前項の規定による交付の決定に当たって、補助金の交付の目的を達成するた

めに必要があると認めたときは、条件を付し通知することができる。 

（申請の撤回） 

第１０条 申請者は、前条の規定による補助金の交付の決定の通知を受け取った場合にお

いて、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に異議があるときは、当該通知

を受け取った日から１４日以内に申請を撤回することができる。 

 （補助金の請求） 

第１１条 申請者は、第９条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けたときは、区

長に対し、文京区青少年の社会参加推進事業補助金交付請求書（別記様式第４号）によ

り請求するものとする。 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１２条 区長は、第９条第１項の規定により補助金の交付を決定した場合において、そ

の後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しく

は一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがで

きる。ただし、補助金の交付の決定を受けた補助対象事業（以下「補助事業」とい

う。）のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

（変更の承認事項） 

第１３条 第９条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者（以下「補助事

業者」という。）が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに文京区青少年の

社会参加推進事業変更等承認申請書（別記様式第５号）により申請し、区長の承認を受

けなければならない。ただし、第１号及び第２号に掲げる事項のうち軽微なものについ

ては、この限りでない。 

 ⑴ 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

 ⑵ 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

 ⑶ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、文京区青少年の社会参加推進事業

変更等承認通知書（別記様式第６号）により通知するものとする。 

（事故報告等） 

第１４条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行

が困難となった場合は、速やかにその理由、状況及び遂行の見通しその他必要な事項を

書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。 

（状況報告） 

第１５条 区長は、補助事業の遂行状況について必要があると認めたときは、当該状況に

関し報告を求めることができる。 

（事業の遂行命令） 

第１６条 区長は、補助事業者が提出する報告又は地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２２１条第２項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内

容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、補助事業者に対

し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。 

２ 補助事業者が前項に規定する命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対し、当

該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。 

３ 前項の規定により補助事業の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者が

補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期

日までにとらないときは、第２１条第１項第３号の規定により当該補助金の交付の決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 



 
 

（実績報告） 

第１７条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付に係る会計年度が終

了したときは、速やかに次に掲げる関係書類を添付して、文京区青少年の社会参加推進

事業に係る実績報告書（別記様式第７号）を区長に提出しなければならない。 

 ⑴ 収支決算書 

 ⑵ 実施結果 

 ⑶ 支払等を証明する書類の写し 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、区長が必要があると認めた書類 

２ 前項の規定は、第１３条第１項第３号の規定により補助事業の廃止の承認を受けた場

合について準用する。 

（補助金の額の確定） 

第１８条 区長は、前条第１項の規定による報告を受けた場合において、当該報告の審査

及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交

付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助

金の額を確定し、文京区青少年の社会参加推進事業補助金の額の確定通知書（別記様式

第８号）により補助事業者に通知するものとする。 

（是正のための措置） 

第１９条 区長は、前条の規定による審査及び調査の結果、補助事業の成果が補助金の交

付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助事業者に対

し、当該補助事業につき、これに適合させるための処置を執るべきことを命ずることが

できるものとする。 

２ 第１７条の規定は、前項の規定による命令により、補助事業者が必要な処置をした場

合について準用する。 

（清算書の提出） 

第２０条 補助事業者は、第１８条の規定による通知を受け取ったときは、直ちに文京区

青少年の社会参加推進事業補助金清算書（別記様式第９号）を区長に提出しなければな

らない。 

（決定の取消し） 

第２１条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 ⑵ 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

 ⑶ その他、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱

に基づく区長の命令に違反したとき。 

２ 前項の規定は、第１８条の規定により補助事業について交付すべき補助金の額の確定

があった後においても適用するものとする。 

（補助金の返還） 

第２２条 区長は、第１２条又は前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を

取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付

しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 第１８条の規定により、区長が補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合に

おいて、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を

命ずるものとする。 

（違約加算金及び延滞金） 

第２３条 区長が第２１条第１項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り



 
 

消した場合において、補助事業者に補助金の返還を命じたときは、補助事業者は、当該

命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一

部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額）に

つき、年１０．９５パーセントの割合で計算した額の違約加算金（その額が１００円未

満である場合は、切り捨てる。）を納付しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、区長が指定した納期日まで

に納付しなかったときは、納期日の翌日から納付した日までの日数に応じ、その未納付

額につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した額の延滞金（その額が１００円未

満である場合は、切り捨てる。）を納付しなければならない。 

（委任） 

第２４条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の決定に関し必要な事項は、別にこど

も未来部長が定める。 

 

付 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成２１年３月９日から施行する。 

付 則 

 この要綱は、平成２１年１０月１６日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



 
 

 

別記様式第１号（第８条関係） 

 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金交付申請書 

 

年  月  日 

文京区長 殿 

 

                   団体の名称 

 

所 在 地 

 

                   代表者氏名              
 

 

 文京区青少年の社会参加推進事業補助金の交付について、下記のとおり申請しま

す。 

 

 

記 

 

 １ 事 業 名 

 

 

２ 交付申請額    金            円 

 

 

 ３ 添 付 書 類 

（１） 事業計画書 

（２） 収支予算書（申請する年度のもの） 

  （３） 申請者の資産、負債及び組織の概要に関する事項が記載された次に掲げ

る書類 

ア 貸借対照表 

イ 財産目録 

ウ 申請の前年度の活動計算書その他これに準ずるもの 

エ 定款 

オ 役員名簿 

     カ 申請の前年度の活動報告 



 
 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金 

事 業 計 画 書 

 

事 業 名 
 

新規 ・ 継続 (実施  年目)  

共催、後援、協賛等団体  

実 施 日 程  

実 施 場 所  

事業対象者及び 

参加予定者数 
 

事業目的・内容 

 

事業の効果 

 

 

実施スケジュール 

 

 



 
 

※掲載内容に基づき審査をいたしますので、記入要領を参考に各項目詳細にご記入をお願いします。 

※記入欄が足りない場合は、追加してください。 

 

周知・募集方法  

実 施 体 制 

 

前年度からの変更内容 

※継続事業の場合はご記入ください。 

 

今後の展望 

 



 
 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金 

収 支 予 算 書 

 

１ 事業名 

 

 

２ 収支予算 

（収入）                              単位：円 

 

 

（支出）                              単位：円 

 

項   目 

 

予 算 額 

 

内   訳 

   

   

   

   

 

合   計 
  

 

項   目 

 

予 算 額 

 

内   訳 

   

   

   

   

   

   

 

合   計 
  



 
 

別記様式第２号（第９条関係） 

 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金交付決定通知書 

 

文  第  号 

年  月  日 

団体名 

  代表者            様 

 

文 京 区 長        印 

 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった  年度文京区青少年の社会参加推進事業補

助金の交付について、下記のとおり決定したので通知します。 

 

 

 

 

記 

 

 １ 事 業 名 

 

２ 交付決定額      金            円 

 

３ 補 助 条 件 

   文京区青少年の社会参加推進事業補助金交付要綱の規定をもって補助決定の条件と

する。 

 

４ 申請の撤回 

   この交付の決定の内容又はこれに付した条件に異議があるときは、この通知書を受

け取った日の翌日から起算して１４日以内に、申請を撤回することができる。 

 



 
 

別記様式第３号（第９条関係） 

 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金不交付決定通知書 

 

文  第  号 

年  月  日 

団体名 

   代表者            様 

 

文 京 区 長        印 

 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった  年度文京区青少年の社会参加推進事業補助

金の不交付について、下記のとおり決定したので通知します。 

 

 

記 

 

  

 事 業 名 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

別記様式第４号（第１１条関係） 

 

 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金交付請求書 

 

 

年  月  日 

 

文京区長 殿 

 

                   団体の名称 

所 在 地 

 

                   代表者氏名              
 

 

   年  月  日付  文  第   号により交付決定のあった文京区青少年の社会

参加推進事業補助金について、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

 

 交付請求額      金            円 

 

 

 

発行責任者及び担当者 

  発行責任者 

   所  属 

   氏  名 

   電話番号 

 

  担当者 

   所  属 

   氏  名 

   電話番号 

 

 



 
 

別記様式第５号（第１３条関係） 

 

 

文京区青少年の社会参加推進事業変更等承認申請書 

 

 

年  月  日 

 

文京区長 殿 

 

                   団体の名称 

 

所 在 地 

 

                   代表者氏名              
 

 

 

   年  月  日付  文  第   号により交付決定のあった文京区青少年の社会

参加推進事業における補助事業について、下記のとおり変更いたしたく、関係書類を添えて

申請いたします。 

 

 

記 

 

 

 

１ 変更内容 

 

 

 

 

 

２ 変更理由 

 

 

 



 
 

別記様式第６号（第１３条関係） 

 

文京区青少年の社会参加推進事業変更等承認通知書 

 

文  第  号 

年  月  日 

団体名 

  代表者            様 

 

文 京 区 長        印 

 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった  年度文京区青少年の社会参加推進事業変更等の承

認については、申請書の記載のとおり承認します。 

 

 

 

 



 
 

別記様式第７号（第１７条関係） 

 

文京区青少年の社会参加推進事業に係る実績報告書 

 

 

年  月  日 

 

文京区長 殿 

 

 

                   団体の名称 

 

                                      所 在 地 

                   代表者氏名              
 

 

文京区青少年の社会参加推進事業における補助事業の実績報告を下記のとおり提出しま

す。 

 

 

記 

 

１ 事 業 名 

 

 

 

２ 交付決定額    金            円 

 

 

 

３ 添 付 書 類 

（１） 収支決算書 

  （２） 実施結果 

  （３） 支払等を証明する書類の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金 

収 支 決 算 書 
１ 補助事業名 

 

 

２ 収支決算 

（収入）                              （単位：円） 

項  目 予算額 決 算 額 差  引 説  明 

     

     

     

     

     

合  計 
    

 

（支出）                              （単位：円） 

項  目 予算額 決 算 額 差  引 説  明 

     

     

     

     

     

     

     

     

合  計 
    



 
 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金 

実 施 結 果 

 

事 業 名 
 

共催、後援、協賛等団体  

実 施 日 時  

実 施 場 所  

事業対象者及び 

参加者数 
 

事 業 内 容 

 

実施効果 

 

 

事業実施スケジュール 

 

 



 
 

※掲載内容に基づき審査をいたしますので、記入要領を参考に各項目詳細にご記入をお願いします。 

※記入欄が足りない場合は、追加してください。 

 

 

 

 

 

  

周知・募集方法  

実 施 体 制 

 

事業の反省・改善点 

 

今後の課題・方向性 

 



 
 

別記様式第８号（第１８条関係） 

 

 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金の額の確定通知書 

 

 

文  第  号 

年  月  日 

 

団体名 

  代表者            様 

 

                    文京区長            印 

 

 

 

   年 月 日付  文   第  号で交付を決定した  年度文京区青少年の社会参

加推進事業における補助事業について、提出のあった実績報告書を審査した結果、補助事業

の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認め、補助金の額を下記のとおり

確定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 確 定 額     金            円 

       

 

２ 交 付 済 額     金            円 

       

 

３ 返 還 額     金            円 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

別記様式第９号（第２０条関係） 

 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金清算書 

 

 

年  月  日 

 

文京区長 殿 

 

                   団体の名称 

 

                   所 在 地 

                   代表者氏名              
 

 

 年  月  日付  文  第   号で額の確定のあった文京区青少年の社会参加推進

事業補助金について下記のとおり清算します。 

 

記 

 

交 付 済 額 ￥        

確 定 額 ￥        

差 引 額 ￥        

 

 発行責任者及び担当者 

  発行責任者   

   所  属 

   氏  名 

   電話番号 

 

  担当者 

   所  属 

   氏  名 

   電話番号 



 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金交付要綱実施細目 

  

２８文教教児第７８６号 平成２９年３月３１日 部長決定 

２９文教教児第７０１号 平成３０年３月２０日 一部改正 

               

（目的） 

第１条 この規則は、文京区青少年の社会参加推進事業補助金交付要綱（１３文区女第３

８０号。以下「要綱」という。）第２４条の規定により、補助事業の決定に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（補助対象外経費） 

第２条 要綱第６条の補助事業の実施に要する費用について、次の経費は、補助対象外と

する。 

（１）団体の維持・運営に係る経費（備品費、施設整備費等） 

（２）事業の実施に直接関係のない交際費、接待費、心付け、食糧費（懇親会費等） 

（３）事業の実施に係る全部又は主要部分（事業の企画・運営等）の第三者への委託費 

（４）その他、区長が自己資金で支出することが適当と認める経費 

 

 

付 則 

この細目は、平成２９年４月１日から施行する。 

付 則 

この細目は、平成３０年４月１日から施行する。 



文京区青少年の社会参加推進事業補助選考要領 

                              １３文区女第３８１号  平成１４年３月２８日 区民部長決定 

１４文区男第４１７号  平成１５年３月２７日   一部改正 

１６文区男第３６３号  平成１７年３月２４日   一部改正 

１８文男児第 １２号  平成１８年４月 １日   一部改正 

１９文男児第  ７号  平成１９年４月 ２日   一部改正 

１９文男児第４９９号  平成２０年２月２２日   一部改正 

２０文男児第５８８号  平成２１年３月３１日   一部改正 

２２文男児第６１９号  平成２３年３月 ９日   一部改正 

               ２５文男児第  ２号  平成２５年４月 ８日   一部改正 

               ２６文男児第１００号  平成２６年５月１３日   一部改正 

２６文男児第６９１号  平成２７年３月３１日   一部改正 

２７文男児第８４７号  平成２８年３月３１日   一部改正 

２９文教教児第６９９号 平成３０年３月２０日   一部改正 

２０２５文教教児第２２４６号 令和８年３月３１日 一部改正 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、文京区青少年の社会参加推進事業補助金交付要綱（１３文区女第３８０号。

以下「交付要綱」という。）の規定に基づき補助金を交付する事業（以下｢補助事業｣という。）を

決定するための選考方法を定めるものとする。 

（選考委員会） 

第２条 補助事業の選考審査を行うため、文京区青少年の社会参加推進事業補助選考委員会（以下

｢委員会｣という。）を設置する。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は、こども未来部長の職にある者とし、委員会を代表し、委員会の意見を総括する。 

３ 副委員長は、委員の中から委員長が指名する者とし、委員長を補佐し、委員長に事故があると

きは、その職務を代理する。 

４ 委員は、区民部課長代表、アカデミー推進部課長代表、こども未来部こども若者支援課長、教

育推進部課長代表及び学識経験者１名とする。 

（委員会の招集） 

第４条 委員会は、委員長が招集する。 

（選考基準） 

第５条 委員会は、交付要綱第８条の規定により申請者から提出された申請書等に基づき補助事業

の選考審査を行う。 

２ 委員会は、補助事業の選考に当たり、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。 

 （１） 補助金の交付を申請した事業（以下「申請事業」という。）の目的が補助の目的と合 

致していること。 

（２） 青少年の参加予定者数、地域社会との交流の方法等申請事業の効果が高いこと。 

（３） 実施体制が整っている等申請事業の計画が確実なこと。 

（４） 補助期間終了後も事業を継続する等申請事業に継続性、発展性があること。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要があると認めたこと。 

３ 委員会は、申請者の役員が、名称を異にする他の申請者の役員と重複すると認めた場合、補助

金額の決定に当たり、当該申請者を同一申請者として扱うことができる。 



４ 委員会は、申請事業の内容について、申請書等以外による確認が必要と認めた場合、申請者か

ら書面又は口頭により説明を求めるものとする。 

（補助事業の決定） 

第６条 委員会は、申請事業の内容を前条の規定により総合的に判断し、補助事業及び補助金額を

決定するものとする。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、こども未来部こども若者支援課において処理する。 

（委任） 

第８条  この要領に定めるもののほか、補助事業の選考に関し必要な事項は、別に委員長が定める

ものとする。 

 

付 則 

 この要領は、平成１４年４月１日から適用する。 

付 則 

 この要領は、平成１５年４月１日から適用する。 

付 則 

 この要領は、平成１７年４月１日から適用する。 

付 則 

 この要領は、平成１８年４月１日から適用する。 

付 則 

 この要領は、平成１９年４月１日から適用する。 

付 則 

 この要領は、平成２０年４月１日から適用する。 

付 則 

 この要領は、平成２１年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要領は、平成２３年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要領は、平成２５年４月８日から適用する。 

付 則 

 この要領は、平成２６年５月１３日から適用する。 

付 則 

 この要領は、平成２７年４月１日から適用する。 

付 則 

 この要領は、平成２８年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要領は、平成３０年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この要領は、令和 ８年４月１日から施行する。 

 



 

 
 

 

別記様式第１号（第８条関係） 

 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金交付申請書 

 

年  月  日 

文京区長 殿 

 

                   団体の名称 

 

所 在 地 

 

                   代表者氏名              
 

 

 文京区青少年の社会参加推進事業補助金の交付について、下記のとおり申請しま

す。 

 

 

記 

 

 １ 事 業 名 

 

 

２ 交付申請額    金            円 

 

 

 ３ 添 付 書 類 

（１） 事業計画書 

（２） 収支予算書（申請する年度のもの） 

  （３） 申請者の資産、負債及び組織の概要に関する事項が記載された次に掲げ

る書類 

ア 貸借対照表 

イ 財産目録 

ウ 申請の前年度の活動計算書その他これに準ずるもの 

エ 定款 

オ 役員名簿 

     カ 申請の前年度の活動報告 



 

 
 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金 

事 業 計 画 書 

事 業 名 
 

新規 ・ 継続 (実施  年目)  

共催、後援、協賛等団体  

実 施 日 程  

実 施 場 所  

事業対象者及び 

参加予定者数 
 

事業目的・内容 

 

事業の効果 

 

 

実施スケジュール 

 

 



 

 
 

 

※掲載内容に基づき審査をいたしますので、記入要領を参考に各項目詳細にご記入をお願いします。 

※記入欄が足りない場合は、追加してください。 

 

周知・募集方法  

実 施 体 制 

 

前年度からの変更内容 

※継続事業の場合はご記入ください。 

 

今後の展望 

 



 

 
 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金 

収 支 予 算 書 

 

１ 事業名 

 

 

２ 収支予算 

（収入）                              単位：円 

 

 

（支出）                              単位：円 

 

項   目 

 

予 算 額 

 

内   訳 

   

   

   

   

 

合   計 
  

 

項   目 

 

予 算 額 

 

内   訳 

   

   

   

   

   

   

 

合   計 
  



 

 
 

別記様式第２号（第９条関係） 

 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金交付決定通知書 

 

文  第  号 

年  月  日 

団体名 

  代表者            様 

 

文 京 区 長        印 

 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった  年度文京区青少年の社会参加推進事業補

助金の交付について、下記のとおり決定したので通知します。 

 

 

 

 

記 

 

 １ 事 業 名 

 

２ 交付決定額      金            円 

 

３ 補 助 条 件 

   文京区青少年の社会参加推進事業補助金交付要綱の規定をもって補助決定の条件と

する。 

 

４ 申請の撤回 

   この交付の決定の内容又はこれに付した条件に異議があるときは、この通知書を受

け取った日の翌日から起算して１４日以内に、申請を撤回することができる。 

 



 

 
 

別記様式第３号（第９条関係） 

 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金不交付決定通知書 

 

文  第  号 

年  月  日 

団体名 

   代表者            様 

 

文 京 区 長        印 

 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった  年度文京区青少年の社会参加推進事業補助

金の不交付について、下記のとおり決定したので通知します。 

 

 

記 

 

  

 事 業 名 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

別記様式第４号（第１１条関係） 

 

 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金交付請求書 

 

 

年  月  日 

 

文京区長 殿 

 

                   団体の名称 

所 在 地 

 

                   代表者氏名              
 

 

   年  月  日付  文  第   号により交付決定のあった文京区青少年の社会

参加推進事業補助金について、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

 

 交付請求額      金            円 

 

 

 

発行責任者及び担当者 

  発行責任者 

   所  属 

   氏  名 

   電話番号 

 

  担当者 

   所  属 

   氏  名 

   電話番号 

 

 



 

 
 

別記様式第５号（第１３条関係） 

 

 

文京区青少年の社会参加推進事業変更等承認申請書 

 

 

年  月  日 

 

文京区長 殿 

 

                   団体の名称 

 

所 在 地 

 

                   代表者氏名              
 

 

 

   年  月  日付  文  第   号により交付決定のあった文京区青少年の社会

参加推進事業における補助事業について、下記のとおり変更いたしたく、関係書類を添えて

申請いたします。 

 

 

記 

 

 

 

１ 変更内容 

 

 

 

 

 

２ 変更理由 

 

 

 



 

 
 

別記様式第６号（第１３条関係） 

 

文京区青少年の社会参加推進事業変更等承認通知書 

 

文  第  号 

年  月  日 

団体名 

  代表者            様 

 

文 京 区 長        印 

 

 

 

   年  月  日付けで申請のあった  年度文京区青少年の社会参加推進事業変更等の承

認については、申請書の記載のとおり承認します。 

 

 

 

 



 

 
 

別記様式第７号（第１７条関係） 

 

文京区青少年の社会参加推進事業に係る実績報告書 

 

 

年  月  日 

 

文京区長 殿 

 

 

                   団体の名称 

 

                                      所 在 地 

                   代表者氏名              
 

 

文京区青少年の社会参加推進事業における補助事業の実績報告を下記のとおり提出しま

す。 

 

 

記 

 

１ 事 業 名 

 

 

 

２ 交付決定額    金            円 

 

 

 

３ 添 付 書 類 

（１） 収支決算書 

  （２） 実施結果 

  （３） 支払等を証明する書類の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金 

収 支 決 算 書 
１ 補助事業名 

 

 

２ 収支決算 

（収入）                              （単位：円） 

項  目 予算額 決 算 額 差  引 説  明 

     

     

     

     

     

合  計 
    

 

（支出）                              （単位：円） 

項  目 予算額 決 算 額 差  引 説  明 

     

     

     

     

     

     

     

     

合  計 
    



 

 
 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金 

実 施 結 果 

 

事 業 名 
 

共催、後援、協賛等団体  

実 施 日 時  

実 施 場 所  

事業対象者及び 

参加者数 
 

事 業 内 容 

 

実施効果 

 

 

事業実施スケジュール 

 

 



 

 
 

※掲載内容に基づき審査をいたしますので、記入要領を参考に各項目詳細にご記入をお願いします。 

※記入欄が足りない場合は、追加してください。 

 

 

 

 

 

  

周知・募集方法  

実 施 体 制 

 

事業の反省・改善点 

 

今後の課題・方向性 

 



 

 
 

別記様式第８号（第１８条関係） 

 

 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金の額の確定通知書 

 

 

文  第  号 

年  月  日 

 

団体名 

  代表者            様 

 

                    文京区長            印 

 

 

 

   年 月 日付  文   第  号で交付を決定した  年度文京区青少年の社会参

加推進事業における補助事業について、提出のあった実績報告書を審査した結果、補助事業

の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認め、補助金の額を下記のとおり

確定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 確 定 額     金            円 

       

 

２ 交 付 済 額     金            円 

       

 

３ 返 還 額     金            円 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

別記様式第９号（第２０条関係） 

 

文京区青少年の社会参加推進事業補助金清算書 

 

 

年  月  日 

 

文京区長 殿 

 

                   団体の名称 

 

                   所 在 地 

                   代表者氏名              
 

 

 年  月  日付  文  第   号で額の確定のあった文京区青少年の社会参加推進

事業補助金について下記のとおり清算します。 

 

記 

 

交 付 済 額 ￥        

確 定 額 ￥        

差 引 額 ￥        

 

 発行責任者及び担当者 

  発行責任者   

   所  属 

   氏  名 

   電話番号 

 

  担当者 

   所  属 

   氏  名 

   電話番号 


